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（目的）

才｜糸 この消費生活協同篭合（以下丁篭合4という． 〉 ｛さ、協同互助の浩

禅l＜塁づき、遜合舅の宝鬚の気化的軽濟的汝善向上を園ること五百釣と

するｰ

〈急毒）

井乙象この鎚合|さ岩手県当費壱壱用生活協同鍾合と(｛ろ‐

（頚業）

才3条この狙合は‐沖ノ条の目釣を崖或するために次の聿業を行なう。

〈/）鐙合員'て対し崔鬚資金を貸付する聿業

<Z)鍾合員の生活に有用な協同施殼を議置し、鐙合員に利用させる謂崇

（”組合員の笙活の煮篝及参'戈化の同上を司る聿崇

〈4＞組合員及び紐合従崇舅の遜合聿崇に関する知識の同迄を図る聿崇

<S>前各弓の聿業に耐帯する聿業

（区域）

矛4条どの忽合の区域は差手県一円の脳成とする．

〈聿務前の所在地）

才5条この悶合は、事務前を岩手県霊岡市におく 。

"

Ｆ

Ｉ

寡Z室 錘会員

（挺合員の寶柊）

才6条この忽合の区域内に住所を有する言は、 この組合の鉦会員とおるこ

とか､で‘きる｡

,Z. この忽合の区域内に勤務蝿を有するもので、この忽合の奉崇を詞l肩す

ることを適当とす否宥は‐どの斑合の承認をうけてこの組合の紐合員と

怠るごとがで《きる。

〈加ハの申込靴）

オワ茶前条芳／項|<短定する弘の|ま鐙合員となろうとするときは． どの

銀合の髭める加入印込臺に引凄けようとする出資口数に相誉する出資金額

を添え、これをこの蓮合に提出しなけ菰ぱ‘なら藤い・
一一／－
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_Z この鐙合は、 前項の申込識を拒んで･はなら芯い。涙に､U前震の申込み

を拒茜ことにつき、理聿会において正当な産由'《､あると議決じた湯合は
この限りで･ない。

写、 この組合は、前条才／項に巍定する壱の加入について、褒任の認合員

液加入の際に耐されだよりも困難な条件左附さない毛のとす壱。

4‘ オノ項の申込みをした者は． 芳乙項ただ､ lJ吾の窺定|二よ[) 、送の甲盗
みを拒まれた場合を除き、この組合が赤／項の申込みを受理bだと菫に
紐合員となる。

ざ、 この組合は．侭会員となつだ者について忽合員証を作成しゞその組合
員|く交付する目6のとする．

（加入承認の申詩）

汁8条矛6条矛z項に規定する壱は、紐合員となろうとするとざは､引受け
ようとする出資口数を明らかにして、 この組合の定める加>、承認の申請
書をこの担合に提出Uなければ､なら対しI 、

z、 この紐合は．理菫会'ておいて前項の申請を承認Uだと玉は、その言を

同項の申請をbた者に量知する§6のとする．

3、 前項の通知をうけ長者は、 すみやかに出寳金の払い込孜をbなければ
ならない。

4オノ項の申請をU涯看は‘ 前項の握定により送蜑金の払逃みをbだと
老'て綴会員となる．

今この霊合は‐恕合員とかつだ者について銀合舅証を作鐡b 、その観合
員腫交付するものとする．

（届出の簔務）

労9条組合員は、組合員たる資格を索失bたとき、又はその氏名岩Uくは

住箭を凌更したときは、 すみやか|くその旨をこの麹合に届け出なければ
ならない．

〈皀閂脱退〉

ず／o柔維合員は零崇写凄の末日の？○日前まで､にどの紐合に予告し、当
蔑聿業琴董の終り'ておいて脱退することができる。

（法定脱退）

才／／祭遜合員はゞ次の革噂によって脱退する。
〈ﾉ」紐会員1毛る賓絡の表失

･ (Z>死 亡
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（陣毛）

"/Z条この忽合は．鐙会員が沢の各号のいずれかに該当すると主は､誰

会の決議によって、除おすることか‘できる。

’ 〔/＞出寶の私込匁一舅付金の守箔一諸利甫の掛金左急!） 、催告を受けて

も芝の篝霧を覆行U汚いとき

(Z) どの鐙合の牽崇を防げへ ．又は信用を失わせる行急をUだと圭

jz、 前項の瘍合において、 この鎧合は、総会の会日のざ日前まで‘に、除活

しようとする錨合黄にその旨を瞳知し、かつ、総会において弁明する挨

会を与えなけれ'ざ‘ならはい。

3、 この組合は、除危の議決か､あつ渡ときは．除名ざれだ恕合員に除定rの

理崗を明らかにuて、その旨を窟知するものとする。

〈脱堰忽合舅の私いめどじ請求権）

汁／3条脱退し振迩会員は、次の各号'て是ぬるところにより ‐その抵込渚

出資嬢の軸いもどじをこの組合に誇求するごとがで､きる。

〈〃沖/･条の規定'二よる膨退まだは才//条矛/二造しくは詐又,号の聿肖に

よる脱庭の場合は、 その私込渭出貰顧に相当する崇

鍾） 矛//条芳8号の牽肉による脱退の塲合は、その私込清盤景濤のz分

の／に相当する察

.Z、 この組合は‐脱退しだ怒合員か＼どの縫合'二対する債務を莞渚するまで

は、 前項の想定による払いもどしを停止することができる，

〈晩退紅合員の秘生み讓務〉

才／4条この忽合は、 串業耳農の終りに当り、 この組合の財産をもってそ

の債務を皇渚するに足りかいと玉は、他の組合員に対するのと同一の条

件左もって、その耳度内に脱退bた紐合貴|<その未泌込出資霞の全部又恵

一訂の私込みを請求することができる‐

z， 前項の属合においては 前条オノ項の規庭による私いもどしを行なわ

厳い。

（蛍賛〉

才,ﾉさ茶維合員は、 出賓／口以上を有しなければ怠らない．

Z、 ／短合員の有す否ことので､さる出資口漱の箙薦は、組合員の虻､蛍黄口

券の四分の／とする。

3、 組合員は、 出資金鶉の払込みについて、相殺左こもってどの組合に対抗

することがで‘きがい．

4、組合貢の責任は、芝の出資金鶉を限農とする

－3 ‐－

~へ



〈出資／ロの金額および､￥の払込み方法）

沖,'汐禿出資／ロの金嶺は。可ｸｸ円とし、全額ノ時払込みとする。

《出資口赦の増加）

労ノク条組合員は、 その試資口数を増加することが､で､きる‐

z、 出資口教を増加bようとする麹合員は‘ この忽合の窪める出資口鼓増

加申込書に、埴加しようとする出資口惹に相当する出資金顔を添え． こ

れをこの組合に提出しなければ､ならない。

（出資口激の裁少〉

矛／8条鉦合員は、や茜を得ない理由が､あるときは、至業耳産の末日のヂリ

日前まで‘に減少しようとする出資口抵をこの鐙合に予告し、当該奉崇耳

凄の塾りにおいて出費ロ激を藏少することか、できる．

Z、 壷台員は、 その出習口惹か‘謹合員の総出費口裁の4分の／をこえだと

きば、 4分のノ以下に達するまで、芒の出畜口識を蒲少Uなければ怠庖

ない。

3、 出畜口教を減少りだ観合員は、織少Uに滋費口薮に応ずる泌込素出賓

蒙の禍いもどしをこの組合に請求することがで､きる。

4， 汁/4条の規差は、 出資口数を裁少する塲合について準用する．

芽3章 剰余金皿分及び淀損金処理

（迭是堯鍔金）

矛／9条この窪合は、出資紬額のz分の／に凋当する繧に崖するまで、雪

聿業享農の剰余金の／D分の／に相当する顔以上の金額左法定幸借金と

して積立てる心bのとする．辰だ､し、 この場合において繰誼欠損金のある

ときは‐積立てるべき奉檮金の夢の計箪は、当該藷業耳凄の東|余金から

その欠損金のてん補にあてるべき金蘋を控除し振緩にっ(}て行芯うこbの

とする。

JZ､ 前項の規定による法定華備金は～欠損金のてん補にあてる湯合を除き、
取!）くずすことが､で'きない。

〈歓育奉業課趙金）

剣ｱ尾ク条この忽合は毎聿崇耳農の荊余金のスク分の／ |こ相当する輯以上の

金霞を散言至栄録裁金として翌聿崇耳度に鐸越し、労3条沖4号の奉業
の費用にあてるために支出するものとする。

_Z、 前条才ノ項だだ‘し吾の規定は、前項の規定による擦救金の蚤の計寅|<
ついて準用す壱・

－4－
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（東1余金の割りもと､し）

"z/衆この鐙合は，毎謂業年度の剰余金について、欠損金をてん補し 、

光／7余才ノ頃の規定による童逹華備金として穫立てる金棲及び､前条非

／頑の纒足に故ろ激言聿業摸越金として録裁す金顔を控除b托後になお

残余か､あるときは、その読余を鐙合貴の謹合事業の系1用分量又は払止ん

潜蛍資顔|<たけて鐙合員に割()もどすことがで(きる。

Z、 この墾合|ま、期日の至り末じて送資の払込孜を篭了しない鯉合舅にっ（（

て、その出賓の払必みを筵るまで、その紐合舅|<割りもと‘すべき劇|余金

をその私込みにあてることが《できる。

〈利爾分臺'てたず､る雲| りもどb)

"ZZ茶鎧合聿業の利用分量にだずる夷|余金の暑ll りこbどし 〈以下「調|用分

量害| リもどし」という｡＞は、各牽業芽度における悪合寅の薙合聿崇の利

爵分量に応ひて行なう。

Z、 この組合は.遜合聿崇を銅|用する通合買に封U 、矛|I用b促縊合聿業の

利爵のつど、利用U托聿業の分量を証する鎮收書を女付する池のとする．

3、 この観合は‘鐙合員が利用じた鐙合聿秦の利用分量の維顔法、この薙

合の聿業総割のざ割以上で‘あると確認bた場合でなければ矛|用分臺劉I)

地:どじを行なわない。

4、 この墾合は、利用分臺割りもどしを行なうこと及び利用分量割り地2

6全の顔について儲､会の議釆が‘あっ1毛と玉はすみやかに系1用分量割り

毛どじ金の詔|用分量に対する曽| ,合及a"|用行臺割りもどし金の箒求芳宏

を忽合員|で遇知し、かつ公皆するものとする‘

さ、 この題合は、 弟l甫分畳割りもと{b壷行なうときは、との割りもどすべ

き金操に柑当する橇を利用分量割りめど､し夛|当全こして積み立てるもの

とする。

6‘組合員は、労4頑の通知にミトヒづき利用分臺割りもと､し,今をどの謹合

に藷華しぷうとするときは、 矛11用分量曽| りもどじを行なうことについて

の議決が､行なわれだ総会の終了の日か乙6ケ月を経喧する日までに、非

Z頑の規定により茂付をうけて賓付金梨|怠計篇吾柔ﾘ用料金領收書等を

提出してこれをしかければならな(1 ．

〆 この組合は、前項の請求か‘あっ庭ときは、非さ漠の這差による利用乞

臺割りもと‘し引当金の積立を行なつだ聿業三度の翌奉業等蓑の末日まで

に、芝の引当金をくずして、認合員ご‘と|で前震の短定によ!ﾉ提出されに

貸付金利息計篤書、 矛1息料金領收耆等|＜よって罐認した蜑崇の韻|用分臺

－ず－

、
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応じ．利用分量割|）もどし金を支払うものとする。

g、 この認合は、石聿業ヨ震の利用分壹割りもど‘し金のうち、前項にだめ
る謝周内lで雲1 りもどじを行なう二と戒､出耒がかつ涙譲は、当該聿業写凄
の理灯圭業三度における聿蒙の銅|余全に萱入するものとする。

〈出資霊'て応ずる害| りもどl_h>

才乙3条払い込んだ滋賀顔に応ずる剰余金の薯| りもどし（以下「幽資配当」
という。 ）は‘各聿業耳妻の整りにおけ苔組合篇の柊込斉出賢穎に応げ
て行なつ。

z、 出資醍当金の葎は…私込斎出資願につき耳／割以内の鶴とする”

g、 この顎合は、 出資醗当を行なうこと頑ぴ､磁当配当金の顔について爺会

の議訣のあっ辰ときは‘すみやか|ご出費配当金の私込看出資額に対する割
合いZIざ滋寶配当金の誇索方法を狙合員k通知し、かつ、公害するもの
とする。

4、壷合員は、前項の通類に基づ､き出資配当金をこの忽合に請求bようと

するときは、出費配当を行かうことについての議決が､行がわれ尺総会の

鑿了の日から6ヶ月を経彊する日までにこれをしなければなわない。

金この忽合は前項の請聿か"あったときは、哩滞なく出資配当金を支私
ぅものとする．

〈瑞教皿理）

氷.z,4条前z条の規定による割りもと､U金の顔を計萱する場合'二おし'て 、

恕合員ご､との響| りもどし金の顎に／o円未満の端数水、生じ､だときは、 こ
れを切り捨て否ものとする、

（との他の剰余金処分〉

労えさ条この紐合は、毎至業耳凄の剰余金について、芽Z/条の短定によ

り窪合舅人の夢| りもど､b在行なつだ徐になお弗金か､あるとき|さ、芝の凌

余左任意に積立てまたは翌聿業耳雲に鶴越すものとする。

〈叉損金のてん祷〉

*aZ6条この総合は、欠損金が生じ提ときは‘毒越累|余金、前家の規定|<

より積立て辰積立金・法是準備金の'煩に取りくずしてそのてん補(てあて
るものとする。

目

芽4草 役承員
〈役薑＞

*z/7条この認合'て次の綬員をおく。
／
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（/〉 理 串 ／p入り人と ／ざ人W､耐

〈Z.) 盤 聿 ｡Z人)'入止 3人)1人向

く役員の墜拳＞

升異8条役員は、役員の廷挙等に鯛する短稔〈以下r堂挙規約1という。＞
の定めるところにぶり総会において題合員のうちから筵津する参

尾、蒔雰l1の運由~か､あるときは、遅聿の崖諒のざ分の／以内のものを維合員

以外のもののうちから堂拳することができる。

（役員の涛充＞

¥z9条理筆まだは膣奉のうち、その定撮の6-分の／左誠えるﾐbのが､天Iナ

だと玉は、 」鑿津規釣の定めるところによ‘ノ 、 ノ ケ月以丙|＜涛記1_)除け派

ぱなら豚(＼ も

｡（授舅のｲ王難）

矛3o条役員の任掬はゞ :Z耳とし、餉任者の任期蒲了の日の翌日から涯算
する．挺信し．再墜を防げ､ない:．

LZ, 補充摂員のｲ壬卵域前項の規定rでかかわらす、前任者の戎任期周とす
る。

3《‘役員の任郭はその滿了の日荻､その日の属する謂業三度の直常総会の

錘了の日と異るときは． 非ノ項の規定にかかわわずその錨会の釜司の日

哉で､とする．

4 役員か‘ｲ王鄭の満了ま提は辞任によって退任した場合|亡おいて綬員の毅一

、が差の是敷を叉とに皇つにときばその摂員は、媛任看か､就任するまで

の同は、なお役員としての蒐務を行なうものとする。

（役員の責任）

ず31条筏冒は、法令．去今に基づ､いてする粁政庁の典分、 定款罐萄及び、

総会の表濤を遵守b ､ この頴合のため忠実にその軍務を遂行しな'すれば

ならない。

（程扇の解任）

"3z条筏舅はく謹合舅の合分のノ以_上の請求によ(j 、任期中で§L維会に

。 おいて解任することが‘でき壱。

之、罰墳の規定l<よる請填は解任の理由を詫勃した吾面をこの謹合に堤
出:じでしなければ､怠らない。

3、 どの銀合は、前項の規挺による書面の提出が､あつ｝毛ときは、離会の会

: 臼の／･日前までに‐その摂晨'てその晉面を送付し 、かつ、雛会におい

、了弁胴する涜会を与えなければなわが(､ 。

－‐ ′7一

へ
凡

~~、

、
；



〈蓮聿晨汲ぴ零務運筆）

"33条理聿は、理牽表／人専務理聿／人を浬聿会において互進する‐

z、理聿辰は～理聿乞の茨定に従ってこの穀合の業務を狸遅しゞこの恕合

を代表する．

3，専務運筆は、理聿哀を補佐してこの鐙合の業務を執行し、理圭扁に奉

故あるときは～芝の軍務を代行する。

4，理聿は、理牽辰及び軍務握聿に奉故あるときは、 あわかじ､め理聿乞に

おいて定めに'慎澪に従って芝の索務を代行する．

〈遅聿会）

労34条理串会は理奉をもって組織する。

z、 理聿会は、理奉辰蕨把集す壱一

3、理聿哀は．理幸が理聿の3分の/yA近の同意を得て、 又は庇奉が濫謂

全霞の同惹を得て‐会議の目的とする華墳及び招集の理由を読裁した書

面ま提出して理牽会の梧集を詩家したときは、その請求の易つだ白から

ワ日以内'て垂聿会を梧崇しか|すれば､ならがい。

（理聿会の誉洪奎項）

労3ざ条この定款1二涛剥の崖めのあるもののほか、次の牽項は、理聿会の

議決互経なけれぱならかい。

（/） この鐙合の戴産忍び業務の執行'二脚する重要な聿墳

（z）維会の招集及び‘維会に附議すべき聿項

（3）この組合の財産汲か業務の執行のための手続きその他この誼合の射

産忍び業瀞の教行について重要な事項を定める規目|の讓達、蕊更承忍、

廃止

（4）取夛|金融病‘扇の家だ

くの前各号のほかゞ遅聿会において'は要と認めた聿墳

〈逼聿会の議茨方法）

寺3‘采遅筆会は、理奉の逼羊教が､出琴し欺ければ議華を開き一議家をす

ることか､できない．

z、浬聿会の議聿は、出席し庭理聿の蛭半瀞で表し ．可否同数のとき'ま議
長の表するところによる。

3，理奉会の篝､長は、理聿会において出序しに理聿のうちから、芝のつど

壁任する。

4．議長は、瑳聿として理聿会の議宋'て加わる権尹|速有b#い。

5，理奉会においてこの組合と理奉との萬係にっ（1て議表をすう焉合は、

－－8－

、
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芝の理奉は、理聿会の議決に加わる権謂|を有しなし、 。

6，理筆会において議決左する湯合は．議長笈zダ前項に規接する塞串は‘

出存し長理聿の滋'て篇入し汚い。

tス篝浸ふか運幸会において畦任じ程理奉z,人は、理季全の議聿について

義翠の経喧の霞領汲がその結果を認載じだ講筆鐸遅作成し、 これに署殖

又は謹殆押卸bなければなわ好い、

｛書面による握聿会への出潅）

労37条理事!さ． ヨ里革会の篝としてあけかB､め通知のあった聿項について

吾函をもって毒夫権ﾉ1か､監挙権を行なうことができる‐

Z前項の短送によ()議決権又は送挙権を行なう者は．出席者と寂なす、

3． 才I項の規定によ!）毒来権又は選挙権を行なう着は、理聿会の誉漂と

してあらかどめ通知のあつだ串項について‘ その黄否又は筵任しよると

する理聿長若しく |さ毫務理華の氏矯を託載b庭書面を封入し、その封筒

に署箔又は蓋危押印しだものを褒章会の慰会までに理聿雇1て提出b好け

ればならない。

〈崖款等の備えつけ及び､吾類の提出＞

非38乗′理聿Iさ．定款、規釣､総会の拳聿録、紐合員危簔、その他鎮合の

討産および業務の執行について菫要な請承を記載b提善類を幸務討|で備

えておかなければ‘妹らない。

Z、 前項の規定による窪合員危芸には、各題合員の氏危、往訪、泌入耳再

甘、出寶口強進Zf､に私込肴出資議過かその私込耳月巨を記載b除ければ、
なわない。

3、 理革隊、 通常誌代会の会日の､7と日前まで'て、聿崇報告書、歎差ヨ鐸、

富借対照表及び剰余金処分案ヌは欠損金延理票産遼牽に浸出いかつ、

これ､らを事務前に備えてお力､なければ､ならおい。

4、 前項の規定による聿業報告書には‐次の革頑を讓裁b加ﾅ紙ぱなbな
い。

L/)組合員の数及ざ出費ロ数の異動

(.Z)狐込んだ出費の総顧及びlf'l余金をもって出資の払込みにあてだとざ

はその総額

〈3）損益の計算並び､に借入又は償嶬しだ金漂及び借入金の手''率
（4）法髭奉僑金及び､各種の積立金

（5）雛会の議決及乙曾授舅の壁挙

〈6） 聿崇の状況
｡
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ア、 汁5余斗' ／号の圭業については、聿業の種籟並びl<貸借件数冠‘、

賞付金の爺､顔頚欧､胸訣

イ、 矛3条汁z,号の聿拳については、 矛1用施殼の種類汲み､その尹1用の
程凌を表示する筆項

ヴ‘ 矛3条升3号の華業kついては“その圭業の寝嶺忍さその矛|用の
程凄を表示する聿項

工、非3祭才4号の聿業'てついては‐ その種類及び､按淀並び･にご才Lに

要し涯蕾用

（の邉の他に建な碧項

夕忽合舅及灰､この忽合の肯権者は、 うjｱ／頭忍び､労3項の書類の麗滝を菜
める二とかできる。

6，浬幸は、労3項の書類を瞳常総会に提出するときは、 監聿の毒見書を
添付しなければならない。

（嵯聿1二よる肱査）

沖37条庇聿は、毎聿崇耳凄Z画以｣二鐙合の財産忍び理牽の業務執行の状

諾を遊査しなければなら芯い、

z烏班聿は・前･環の遊套を行つだと玉は、その結果を読会に報筈し、かつ

意見をのべなければなゎ豚い、

3、遊聿は、労／項の濫査を行つだとき及びﾉ帖要が'あると認めだと圭は、

理零会に瞳毒して意見をのべる地のとする。

4， 遊査についての規貝|の讓崖．藍更及武､廃止は、陛奉か､行がい総会の承
認を受けるものとする。

（蕾間）

M74o茶この組合に、顔阿をおくことがで､きる‐

z、顔向は、営識経験のある着のうろから、理串会において堂住する。

3‐顔向は． この麺合の業蒜の執行に寓し、遅翠長の篝尚'てだす､るものと
する。

（竈量）

#41条この忽合の壷員|ま、暹聿長が任兎する．

Z・転貢の定法、服務。錯与その他東員|ご寓しI吐雲な革震はゞ窺算lで､定め
る。

、

､
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才5章 銃、 会

〈瞳箒鏥会の橿崇）

T>f4Z衆猩聿は．垂聿譲与麦経了の召からzケ月以内|<厘常鏥会を橿集し

かければ､ならない。 ‘

（ﾘ舅涛総会の栂集）

才43条運聿|さ､理奉会において総会の招集を毒宋じだときは､痕時誌会
を招集しなければならない。

z、 理聿は、裟合員か‘その守分の／以上の同意産得て‐会議‘の目釣とする

蜑項および橋集の理由を託裁しだ書面を提出して総会の塘実を藷萌しに

と垂．並び‘に組合員が､才3Z条非／項の規定'二より役員㈹解任を請求し

たときは、芒の請求のあつだ日からZO日山門に幅蒋雛会を招集Uばけ

才（ぱなわない。 ．

〈遊至の維会招票〉

ォ44条理圭の車務を行なろ者萩淋いと差は、総会の橿集'す、随筆か､行な

う。

Z,、 喧聿は前条詐2項の請求か‘あった場合において理至が正当な理由かな

L,のに総会招集の手続き左しないと芝は、統会を糟察しなければから芯

い〃

3， 曲車は． この紐合の財産の状況叉は業務の執行について不正の罵裁あ

ることを発惠じだ煽合において、これを縦､会に報管するだめ'は雲かある

と認めだと垂は、総会を招集しなければ､なら芯い。

（総会の招集手続〉

才4s条維､会の紐索は、 全日のケ<とも夕日前までに．会議､の目釣とする

請項．日時及汐､湯飲を書面'てより忽合員に瞳類して行なうものとす壱・

〈総､会の会日の延長〉

ぅヤ4ら茶総会の会日は､総会の議来により統行b ゞ又は蛭窮することがで、

きる。 どの湯合においては、前条の遼定は童用しがい。

（総会の議喪事項）

才4ワ茶この定款に時制の定めが､あ香ものの|まか、茨の華項は総会の義茨

を経なければなら対ひ｡

（/） 是款の藍更

（”規約の漆だ、愛更汲な廃止

く3）解散及び合併

(4) 毎革崇耳度の千章及び聿業計画の穀だ及び､凌更
一一／／－
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（“出寶/=ロの金額の菱少

<6＞借入金額の最高限農

（ワン聿業報告書、動産目録､貸借対麗表及ぶ剰余金虹分紫又|ま欠槙全処

理案

（8＞重合会及衣他の圃体への加>、又は脱逗

z、 この鐙合は。 芽3条各壽に掲げる翠業を行なうため'吐要と認められる

他の団体への加入又は礎瞳で､あって‐多顔の出寶若し土は加入金又は会

費を要しない辿のにつL,ては、前条の提定にかかわらず､ ゞ縦.会の善来に

よ【） 、その鍾囲を定め、理聿会の議決聿項とすることが､で圭壱．

3、誰会|くおいては‐非4ざ余の規定により 、あらかじ､め通知し辰聿頂に

ついてのみ議決麦するものとする。正だ‘し、どの定款|<J< (j鏥会の議決

毫項とされているものを除く至項であって、軽辮かつ環急左雲する毛の

については、 この限りで‘ない。

〈輪会の成立要件〉

*49条諦会は、趣合員の瞳半裁か《出諺uなければ､義革を開き、誉茨する

ことができない‐

z、 前項に規定する教の組合扇の出席のないときは、理聿は芝の総会切会

､日からス,o日以内にさらに総会を招集し厚ければから芯(｛ 。この場合に

は、前震の規定は適用し芯い。

（誉兼権及び進拳権）

赤49条霊合員は、その出資ロ港の多少にかかわぢず､～各／個の毒宗権r、

ひ"墜挙権を肩しない．

Z､難会において、 この謡合と鎚会黄との南係について秦永をする湯合に

は、その綴会員は、雛会の議決)て加わる権矛'|を有しない‐

（誌‘会の議決方去）

誹さ･茶統会の議革は、批序しだ鉦合員の境半数で1茨し 、可否肩滅のとき

は，議長の家するところによる。

Z、離会の議長は‐難､会において出毒し庭錘合員のうちから登のつど墜伝

する。

ヨ蓑浸は､､謹合員として鈴会の誉決'て加わる権利を有しな〔（ 。

4，識会において秦来産する罎合に|ま、議長裂威､前条矛Z篇'て這定す惠紐

盗員は、出淳し涙登合員の数'て軍ﾉ､bな(1 ｡

〈雛会の蕃別毒狭方法＞

労sソ黍次の聿項は、霊会員の過半数が出席し、 芝の3分のZ,)!人上の多数

、
。

山
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で表しなければ．ならがい

（/〕 定款の残更

（之〉解議汲か合併

く3）謹合員の除宕

（議決権及び‘堂挙権の書面又は代理人による行使）

才さz条謹合員は、芽4含条の摂走によljあらかひめ瞳知のあつだ聿項に

ついて．耆面又は代理人をもって毒訣権及び､墜挙権を行なうことができ

る、辰だ､し、錘合員又は錘合貴と周一の世袴に唇する者で､な'ナれ|ざ代理

人となることがで､玉ない

z、 前頑の規定により 、議来権又は逃挙権を行なう壱は、出蒔着と象なす。

3； オノ頂の規崖|でより書面をもって誉､装潅又は墜挙権を行なう者|さ、才

4s衆の短崔によりあらかじめ通知のあった須嘆|＜ついて、吾團にその

賃否三たは畦拳しようとする後買の氏名を記載してこれを封筒}て封>､し‘

その封筒'て署危又は託濯押印し涙℃のを、論･会の南会まで'て、 この錘合

に提出し怠ければなゎない ．

4‘ 代違人は、 /p人以上の鉦合霞を代運することができない。

5、 代理人は、 代蓮権を証する書面をこの経合に提出しなければがらない。

（塚族の髭差権＞

芳a3条忽合舅と周一の陛轄に属する者|式総会'て出庫U、議長の許可を

得て発言することか‘できる。辰だし、 紐合員の代遅人とじて総会に出帯

する塲合を除き、議表権及び墜挙権を有bない。

（総会の議奉録）

労､S~4.条雛会の議聿については、次の奉項を記載した議聿録を作戎し 、毒、

唇忍び総会)ておいて堂ｲ王b信忽合員z人なこれに暑冶又は託名押印する

ミ6のとする。

《/〉 蔚催の日時頑威‘場所

(.Z>鐙合員の総鐡忍び{出席纒合員の激

（3）議奉の経瞳の蕊領

（4）議決した睾項忍び凄否の滋

（句墜任されだ筏農の氏治

（雛､会運営覇釣）

ずささ乗この定款|＜定絢る叱ののほか、雛会の壜営に隣し 、 ’吐要な筆頭は、

錐会壜営短約で､崖め否。

B
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隼6葦 孝業の執行

､〈翠業耳蜑）

労さ‘象この銀合の聿業等産は、毎年4月ノ白から璽三3BB I官まで､と

する。

（頚業の詞|用）

労さ7条縫合貢と同一の世帯に薑する者は、 ミの謹合の聿業の銅1用につ(｛

ては錘合員とみなす。庭だ､し 、 ラj3糸労/号'て掲げる革業についてはこ

の限(）で怠い。

〈聿挙の種議）

*33条労3条牙／号に短足する左遷預金を貸付する聿秦〈以下『~貸付聿

業1とい:ぅ。＞は沢に掲げるこbのとする．

〔/） 謡担保信用實付

(Z> 団体保証貸付

（3）有価証毒担保貸付

(4) 不動産担保貸付

z. #3条芽z号に規定する庄雍に有用な共同施讓の種霜は、共同宿筈、

保讓前並びにホームヘル)1.一兼蛍看護人:、集金代行、粒会係院手続き代

行等渡術提供の聿業とする‐

f

'へ

簾ワ草 解 議

（解識〉

誉39条二の謡合は雛会の善奈による湯合の|まか．次の聿由kよって僻

徽すぎ．

('」 目的提る聿業の威功の不託

(gZ) 合併

（3＞彼産

（4＞行減庁の解議命令

え、 どの毎合|さ、前項の至由による|きかｰ紐合舅（労6条排z項の蔑崖に

よる紐,合震を除く｡ > jjfZク人未蒜になったときは解嶺する．

3、 理奉は､ この認,合水癬箭〈搬潭|＜よる鰐合を除く。 ） し提ときは、踵

辮なく遜合舅'二封しその旨を匿知しかつ公告bなければならない。

（弗余薗差の処分）

*6c糸この謹舎か躍最〈合併又は鍬菫による塲合を除く､ 。 ） し1三場合の

莞余財産（解徽のときにおけるこの軽合の財産かわ‐その'債務を完済し
－／4－
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渥後におIする残余の財塞を('ろ。 ＞は．私2幕出寶鱈に庇,じ､て鐙合濤に

配分する。にだ"し ゞ燕余動産の処分につき、総会|＜おいて壕!祭の議決を

しにときは、 その秦択による：bのとする。

<合怖)

ず6／茶この鎧合か合併をしよ-ろとするときは、合ｲ杵契釣善左作式し、蕊

会の承認左受けるもの上する。
、 ．

Z、窪奉iま‘ 前震の合舛契豹蕾の甦鏡を才4さ余の規定)てよる通知に認識

し、かつ、公告し好ければ､なわない。

3、 合併によって紐合を讓立する湯合においては、雛､会において墾合員の

うちから合循によって讓立する紐合の殼立灌員を堂任するものとする．．~~、

斗． 才ざ／茶の規定は、才I項の煩だ'てよる承認および‘前項の這定|＜よる

役員の逃任|＜ついて準用する。

琴8菫 雑 則

（公告の方法）

*6Z条この錘合の公告は、 この忽合の掲示易に楯示して行う。

（綴合の組合員に汀する瞳知および催告）

芽‘3条 この遜合が一忽合舅に対してする通知通み､催告は、忽合濤危芸'て

読裁しだその言の住餅|ぐ、その者か割に瞳知又は催告を受ける嬬所をこ

の認合に通知Uにと菫は、その湯前に易てて行なう。

（実施規賃'l )

矛＆4条この定款および．規釣'て差めるもののほか。この錨合の財産およず

業務の執行のだめの手続き、その他この組合の尉灌および挙務の教行に

ついて)陸婁泳奉墳は、規則で定める。

〆
。
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附 則

（流行期日）

/ この定款は、 この錘合の或立の日から施行する。

（威立当河の役員の任期）

z、 この錘合の威立当河'ておける授震の任期は、矛3〃系オ/項の規定にか"､わら

す，､創立総会において議決ざれだ期向とする。ただ‘し、 その期周は、 ／三

をこえてはならない。

（蹴立当初の聿業耳産〉

了、 この組合の或立の日の鳥する聿業耳凄は、非S-4条の規挺にかかわらず

弓

■

二の鐙合の戎立の日から翌耳3日3ノ曰きでとする。
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